
農 業 用 ハ ウ ス 資 材 補 助 金

　 台 風 や 病 害 虫 被 害 軽 減 の 目 的 で 設 置 ま た は 修 繕 す る 際 に 必 要 な ハ ウ ス 資 材 費 に つ い て

予 算 の 範 囲 内 で 補 助 金 を 交 付 し ま す 。

お  問  い  合  わ  せ ： 農 林 水 産 課  農 林 係  ☎ 9 6 6 - 1 2 0 2

※ 資 材 税 抜 き 価 格 × 補 助 率 （ 運 搬 費 、 作 業 人 件 費 、 諸 経 費 な ど は 補 助 対 象 外 ）

補 助 率 5 0 % 以 内 （ 補 助 上 限 額 あ り ） と す る 。

※ 受 付 し た 中 か ら 農 業 経 営 状 況 、 年 齢 等 を 勘 案 し て 対 象 者 を 決 定 し 、 書 面 に て 通 知 し ま す 。

受 付 期 間 ４ 月 ６ 日 （ 月 ） ～ ５ 月 ２ ９ 日 （ 金 ）

提 出 書 類 農 業 用 ハ ウ ス 助 成 補 助 金 申 請 書 等

申 請 書 配 布 及 び 提 出 先 農 林 水 産 課 （ 農 林 係 ）

対  象  者 専 業 農 家 、 兼 業 農 家 で あ っ て 前 年 度 ま で の 村 民 税 等 を 滞 納 し て い な い 者 。

上  水  道  基  本  料 金 の 免  除 の お  知 ら せ

　 恩 納 村 で は 物 価 高 騰 に よ り 影 響 を 受 け た 世 帯 及 び 事 業 所 等 へ の 支 援 と し て 物 価 高 騰 対 応

重 点 支 援 地 方 創 生 臨 時 交 付 金 を 活 用 し 、 上 水 道 の 基 本 料 金 を 一 定 期 間 免 除 し ま す 。 申 請 は

不 要 で す 。

お  問  い  合  わ  せ ： 上 下 水 道 課  ☎ 9 6 6 - 1 1 9 8

免 除 期 間 令 和 ８ 年 ５ 月 （ 検 針 分 ） ～ 令 和 ８ 年 １ ０ 月 （ 検 針 分 ） 　 基 本 料 金 × ６ か 月 間

対 象 恩 納 村 と 給 水 契 約 を 結 ん で い る 上 水 道 利 用 者 　 ※ 官 公 署 及 び 下 水 道 料 金 は 対 象 外 で す 。

　 心 身 に 障 害 が あ る 方 が 軽 自 動 車 を 所 有 し て い る 場 合 、 一 定 の 条 件 に 該 当 す れ ば 、 軽 自 動 車

税 が 減 免 に な り ま す 。 障 害 の あ る 方 １ 人 に つ き 普 通 自 動 車 を 含 め て １ 台 が 対 象 で す 。

・ 障 害 の 区 分 に よ っ て は 免 除 を 受 け ら れ な い 場 合 が あ り ま す 。 詳 し く は 、 納 税 通 知 書 と 同 封 の

チ ラ シ を ご 覧 く だ さ い 。

・ 減 免 申 請 は 毎 年 手 続 き が 必 要 で す 。

お  問  い  合  わ  せ ： 税 務 課  ☎ 9 6 6 - 1 2 0 6

軽 自 動 車 税 減 免 申 請

対 象 心 身 に 障 害 の あ る 方 又 は そ の 同 一 生 計 の 方 が 所 有 す る 軽 自 動 車 で 、 障 害 の あ る 方

の 通 院 ・ 通 学 な ど の た め に 使 用 す る 場 合

申 請 場 所 税 務 課

申 請 期 間 ５ 月 ７ 日 （ 木 ） ～ ６ 月 １ 日 （ 月 ） 土 ・ 日 を 除 く 　 ※ 申 請 期 間 を 過 ぎ る と 受 付 で き ま せ ん 。

申 請 時 に 必 要 な も の

① 身 体 障 害 者 手 帳 、 戦 傷 病 者 手 帳 、 療 育 手 帳 、 精 神 障 害 者 保 健 福 祉 手 帳 の い ず れ か

② 運 転 者 の 運 転 免 許 証 　 ③ 自 動 車 検 査 証 又 は 標 識 交 付 証 明 書

④ 申 請 者 の 印 鑑 （ 認 印 可 ） 　 ⑤ 軽 自 動 車 税 の 納 税 証 明 通 知 書

※ 生 計 を 同 一 す る 方 の 車 の 場 合 は 、 生 計 同 一 証 明 書 の 提 出 が 必 要 と な り ま す 。

※ 精 神 障 害 者 保 健 福 祉 手 帳 は 中 部 保 健 所 発 行 と な り ま す 。
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お  問  い  合  わ  せ ： 村  民  課   ☎ 9 6 6 - 1 2 0 5

　 本 籍 地 の 市 区 町 村 か ら 通 知 さ れ て い る 戸 籍 の フ リ ガ ナ 記 載 に つ い て の は が き の 確 認 は お 済 み で す

か ？ 恩 納 村 は 令 和 ７ 年 ８ 月 に 発 送 済 み で す 。 再 度 、 通 知 に 記 載 さ れ た フ リ ガ ナ を ご 確 認 く だ さ い 。 

　 令 和 ８ 年 ９ 月 ３ ０ 日 の 任 期 満 了 に 伴 い 、 農 業 委 員 会 等 に 関 す る 法 律 に 基 づ き 下 記 の と お り 農 業 委 員 （ 第

1 9 期 ） 及 び 農 地 利 用 最 適 化 推 進 委 員 （ 第 4 期 ） 候 補 者 を 募 集 し ま す 。

※ 令 和 ８ 年 ５ 月 ２ ５ 日 ま で に 届 出 が な か っ た 場 合 、 通 知 し た 氏 名 の フ リ ガ ナ が 記 載 さ れ ま す 。

こ の 場 合 、 一 度 に 限 り 氏 名 の フ リ ガ ナ の 変 更 届 出 が で き ま す 。 詳 細 は 通 知 は が き 、 法 務 省 ホ ー ム

ペ ー ジ を ご 確 認 く だ さ い 。

「 フ リ ガ ナ 通 知 は が き 」 の 確 認 は お 済 み で す か ？

恩 納 村 農 業 委 員 会 農 業 委 員 及 び
農 地 利 用 最 適 化 推 進 委 員 候 補 者 の 募 集

届 出 は 不 要 で す 。 誤 り が 無 け れ ば 、 届 出 を し な く て も 令 和 ８ 年 ５ 月 ２ ６ 日 以 降 、

通 知 の と お り 戸 籍 に 記 載 さ れ ま す 。

通 知 に 記 載 の
フ リ ガ ナ が 正 し い 場 合

届 出 が 必 要 で す 。 提 出 期 限 ： 令 和 ８ 年 ５ 月 ２ ５ 日 （ 月 ）

届 出 方 法 ： お 近 く の 市 区 町 村 窓 口 、 郵 送 、 マ イ ナ ポ ー タ ル （ オ ン ラ イ ン 届 出 ） 

通 知 に 記 載 の
フ リ ガ ナ が 異 な る 場 合

合  同  相  談  の お  知 ら せ

お  問  い  合  わ  せ ： 総  務  課   ☎ 9 6 6 - 1 2 0 0

お  問  い  合  わ  せ ： 恩  納  村  農  業  委  員  会   ☎ 9 6 6 - 1 2 0 4

● 限 ら れ た 時 間 で 相 談 で き る よ う 、 あ ら か じ め 相 談 内 容 の 要 点 を ま と め て お い て く だ さ い 。

　 関 係 書 類 が あ る 場 合 は お 持 ち く だ さ い 。

予 約 開 始予 約 開 始 ５ 月 １ ３ 日 （ 水 ） 総 務 課 窓 口 又 は 電 話  ※ 初 め て 利 用 す る 方 を 優 先 し ま す 。

相 談 内 容相 談 内 容 法 律 上 の 困 り ご と や 暮 ら し の 中 の 困 り ご と 、 人 権 に 関 す る こ と な ど

場 所場 所 恩 納 村 役 場 3 階

日 時日 時 ５  月  ２ ０  日 （  水  ）１ ０ ： ０ ０  ～  １ ２ ： ０ ０ ／ １ ３ ： ０ ０ ～ １ ５ ： ０ ０  ※ 最 終 受 付 は １ ４ ： ３ ０

受 付 場 所受 付 場 所 恩 納 村 農 業 委 員 会 事 務 局 （ 役 場 ２ 階 ）

任 期任 期 令 和 ８ 年 １ ０ 月 １ 日 ～ 令 和 １ １ 年 ９ 月 ３ ０ 日 （ 任 期 3 年 ）

応 募 方 法応 募 方 法 推 薦 又 は 自 ら の 応 募 ※ 詳 細 は 、 募 集 要 項 で ご 確 認 く だ さ い 。

募 集 人 数募 集 人 数 農 業 委 員 1 0 人 、 農 地 利 用 最 適 化 推 進 委 員 6 人

募 集 期 間募 集 期 間 ５ 月 １ ８ 日 （ 月 ） ～ ６ 月 １ ９ 日 （ 金 ） ※ 必 着

● 募 集 要 項 は 、 恩 納 村 農 業 委 員 会 事 務 局 で 配 布 の 他 、 村 ホ ー ム ペ ー ジ （ 農 業 委 員 会 ） に 掲 載 し ま す 。 

フ リ ガ ナ の 届 出 に 手 数 料 は か か り ま せ ん 。 届 出 を し な く て も 、 罰 則 は あ り ま せ ん 。 

詐 欺 に ご 注 意 く だ さ い ！
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